
1 

景観形成の取組に関する調査（補足調査） 

（景観地区に関する項目） 

 

問１.景観地区の概要について

（１） 景観地区の面積等 

景観地区の名称・面積・決定日 
  景観地区名 面積(ha) 決定日 
・北海道ニセコ町 ニセコアンヌプリ・モイワ山山麓地区景観地区 1,206 H21.5.18 
・北海道倶知安町 ヒラフ高原景観地区 2,298 H20.3.7 
・岩手県平泉町 平泉町景観地区 774 H21.4.1 
・東京都江戸川区 一之江境川親水公園沿線景観地区 19 H18.12.26 
・神奈川県鎌倉市 鎌倉景観地区 225 H20.3.1 
・神奈川県鎌倉市 北鎌倉景観地区 7 H20.3.1 
・神奈川県藤沢市 江の島地区 約38.4 H19.4.1 
・神奈川県藤沢市 湘南c-X(シークロス)地区 約24.7 H19.4.1 
・岐阜県各務原市 グリーンランド柄山景観地区 6 H20.4.1 
・岐阜県各務原市 テクノプラザ景観地区 64 H19.3.31 
・静岡県沼津市 沼津市アーケード街 1 昭和28.4.7 

(美観地区) 
・静岡県熱海市 熱海市東海岸町景観地区 13 H19.12.28 
・三重県伊勢市 内宮おはらい町地区 6.7 H21.10.1 
・京都府京都市 山ろく型美観地区 約138 H23.4.1 
・京都府京都市 山並み背景型美観地区 約303 H23.4.1 
・京都府京都市 岸辺型美観地区 約92 H23.4.1 
・京都府京都市 旧市街地型美観地区 約1,143 H23.4.1 
・京都府京都市 歴史遺産型美観地区 約543 H23.4.1 
・京都府京都市 沿道型美観地区 約135 H23.4.1 
・京都府京都市 市街地型美観形成地区 約648 H23.4.1 
・京都府京都市 沿道型美観形成地区 約429 H23.4.1 
・兵庫県芦屋市 芦屋景観地区 約1,857 H22.11.1 
・兵庫県芦屋市 芦屋川南特別景観地区 約22.5 H22.11.1 
・和歌山県高野町 高野山景観地区 78 H21.3.9 
・島根県松江市 塩見縄手地区 約3.9 H19.4.1 
・岡山県倉敷市 倉敷市美観地区 21 H17.6.1 
・広島県尾道市 尾道市景観地区 200 H19.4.1 
・大分県大分市 大分城址公園周辺地区 34 H20.7.1 
・大分県大分市 西大分港周辺地区 14 H23.4.1 
・沖縄県石垣市 観音堂地区 68 H19.12.7 
・沖縄県石垣市 川平地域景観地区 1,850 H22.3.12 
・沖縄県石垣市 獅子森景観地区 3 H23.2.1 

計 32地区 18団体     
 

（２） 景観地区における制限の内容 
１）景観地区の選択事項（複数選択可） 

景観地区の選択事項
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0

0 10 20 30 40

建築物の高さの最高限度又は最低限度

壁面の位置の制限

建築物の敷地面積の最低限度

該当なし

無回答

（地区）

（３） 景観地区工作物制限条例の内容（名称、制定年月日）

をお知らせください。 

景観地区工作物制限条例の名称・制定日 

・北海道ニセコ町 ニセコ町景観地区条例（平成21年6月） 
・岩手県平泉町 平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例（平成21年4月） 
・神奈川県藤沢市 藤沢市都市景観条例（平成19年12月） 
・三重県伊勢市 伊勢市景観条例（平成21年3月） 
・京都府京都市 京都市市街地景観整備条例（昭和47年4月（平成22年12月改正）） 
・兵庫県芦屋市 芦屋市都市景観条例（平成21年3月（平成22年9月改正）） 
・和歌山県高野町 高野町景観条例（平成20年12月） 
・島根県松江市 松江市景観条例（平成19年3月） 
・岡山県倉敷市 倉敷市美観地区景観条例（平成17年6月） 
・広島県尾道市 尾道市景観条例（平成18年9月） 
・沖縄県石垣市 石垣市景観地区条例（平成20年3月） 

計 11条例（延べ21条例・21地区） 
注：京都市は 8 景観地区とも「京都市市街地景観整備条例」、藤沢市は 2 景観地区

とも「藤沢市都市景観条例」、芦屋市は 2 景観地区とも「芦屋市都市景観条例」、

石垣市は 2 景観地区とも「石垣市景観地区条例」 
 
 

２） 制限内容 

景観地区工作物制限条例による制限内容
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工作物の形態意匠の制限

工作物の高さの最高限度及び最低限度

壁面後退区域における工作物の設置の制限

無回答

（地区）

 

（４） 景観地区開発行為等制限条例の内容 
１）名称、制定年月日 
 

景観地区開発行為等制限条例の名称・制定日 

・北海道ニセコ町 ニセコ町景観地区条例（H21.6.26） 
・岩手県平泉町 平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例（H21.4.1） 
・神奈川県藤沢市 藤沢市都市景観条例（H19.12.26） 
・三重県伊勢市 伊勢市景観条例（平成21年3.19） 
・和歌山県高野町 高野町景観条例（Ｈ20.12.18） 
・沖縄県石垣市 石垣市景観地区条例（H20.3.24） 

計 6条例（延べ6条例・6地区） 
 

２） 制限内容 
 

景観地区開発行為等制限条例による制限条例
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3

3

3
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開発行為の制限

土地の開墾、土石の採取、鉱物の

掘採等土地の形質の変更

木材の植栽又は伐採

屋外における土石、廃棄物、再生

資源、その他の物件の堆積

水面の埋め立て又は干拓

特定照明

無回答

（地区）

 

問２． 景観地区の指定経緯についてお尋ねします。

（１） 当該地域において景観地区が最適の制度と判断した

理由（複数選択可） 

景観地区が最適と判断された経緯 
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自主条例や景観計画より、強制力のある景観

形成を行うため

地区計画など他の制度に比べ、景観をテーマ

にする事で住民理解が得られやすいため

認定により裁量性のある基準の設定が可能

で、地域特定にあった景観形成が可能なため

景観行政団体でなくても指定できるため

美観地区からそのまま移行したため

その他

無回答

（地区）
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（２） 他制度との併用状況 
１） 併用している制度の名称 
 

景観地区と併用している他制度の名称 

 景観地区名 併用している制度の名称 
・北海道ニセコ町 ニセコアンヌプリ・モイワ山山麓

地区景観地区 
特定用途制限地域 

・北海道倶知安町 ヒラフ高原景観地区 特定用途制限地域 
・東京都江戸川区 一之江境川親水公園沿線景

観地区 
地区計画 

・神奈川県鎌倉市 鎌倉景観地区 鎌倉市都市景観条例 
・神奈川県藤沢市 江の島地区 地区計画 
 湘南c-X(シークロス)地区 地区計画、屋外広告物条例 
・岐阜県各務原市 グリーンランド柄山景観地区 景観形成委員会 
 テクノプラザ景観地区 地区計画、景観協定 
・静岡県熱海市 熱海市東海岸町景観地区 特別用途地区、屋外広告物条例 
・三重県伊勢市 内宮おはらい町地区 高度地区（甲種）、伊勢市景観計画に

おける重点地区、三重県屋外広告物

条例 
・京都府京都市 山ろく型美観地区 京都市屋外広告物等に関する条例、

京都市眺望景観創生条例 
 山並み背景型美観地区 京都市屋外広告物等に関する条例、

京都市眺望景観創生条例 
 岸辺型美観地区 京都市屋外広告物等に関する条例、

京都市眺望景観創生条例 
 旧市街地型美観地区 京都市屋外広告物等に関する条例、

京都市眺望景観創生条例 
 歴史遺産型美観地区 京都市屋外広告物等に関する条例、

京都市眺望景観創生条例 
 沿道型美観地区 京都市屋外広告物等に関する条例、

京都市眺望景観創生条例 
 市街地型美観形成地区 京都市屋外広告物等に関する条例、

京都市眺望景観創生条例 
 沿道型美観形成地区 京都市屋外広告物等に関する条例、

京都市眺望景観創生条例 
・島根県松江市 塩見縄手地区 松江市屋外広告物条例 
・岡山県倉敷市 倉敷市美観地区 伝統的建造物群保存地区 

（文化財保護法による） 
・広島県尾道市 尾道市景観地区 尾道市屋外広告物条例 
・大分県大分市 大分城址公園周辺地区 地区計画 
・大分県大分市 西大分港周辺地区 地区計画 
・沖縄県石垣市 観音堂地区 地区計画 
・沖縄県石垣市 獅子森景観地区 特定用途制限地域 

計 2５地区 22制度 
      
２） 併用している理由（複数選択可） 
 

他制度を併用している理由 
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用途制限を行うため

容積率・建蔽率の制限を行うため

緩やかな制限(勧告等)を併せて行うため

地区施設を定めるため

屋外広告物・緑化の制限等を行うため

その他

無回答

（地区）

 

 

 

 

 

 

 

問３． 認定等の運用状況 

（１） 認定件数 

認定件数 

386  405 

1,193 

2,389 

2,671  2,727 
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H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

認定件数

 
特例認定を行った件数：２件（H21年度） 

不認定件数：１件（H21年度） 

（２） 認定等に際して、行っている取組み（複数選択可） 

認定等に関する取組み
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担当課の判断のみで行っている

必要に応じて庁内協議を行っている

景観審議会等の第三者機関の意見を

聞いている

景観アドバイザー等の専門家の意見

を聞いている

その他

無回答

（地区）

（３） 基準を満たさない可能性があると判断した案件の有無

 

基準を満たさない可能性があると判断した案件の有無

ある, 43.8%

（14地区）
ない, 53.1%

（17地区）

無回答, 
3.1%（1地

区）

ある, 38.9%

（7団体）

ない, 61.1%

（11団体）

無回答, 

0.0%（0団

体）

 

※景観地区数で

集計した場合

※景観地区指定

団体数で集計

した場合 
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（４） 対象：（３）で「基準を満たさない可能性があると判断した案件がある」

と答えた市町村 
１） その後の取組み（複数選択可） 
 

基準を満たさない案件への対応後の取組み

13

12

2

1

4

1
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事業者に改善の要望をした

事業者に具体的な改善案を提示した

専門家も交えた協議調整を行った

その他

特になし

無回答

（地区）

 

 

 

２） 最終的に取り組んだ結果（複数選択可） 
 

取組みの結果
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1
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0 5 10 15

計画が基準を満たす内容に変更されたので

認定した

計画変更は期待される質の内容ではなかっ

たが認定、許可した

計画に問題はあったが不認定にするだけの

具体明示性がなかったため認定、許可した

認定、許可をしなかった

その他

無回答

（地区）

 

 

 

問４ 認定制度の効力と運用課題について 
 
（１）認定制度の効力 
 

認定制度の効力 

16
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数値基準など最低限の基準の遵守だけでなく、定

性的な基準に基づく裁量性を発揮した景観誘導が

可能である。

裁量性は発揮できていないが、数値基準の遵守

など最低限の景観誘導は可能である。

その他

特になし

無回答

（地区）

 

 

 

（２） 認定制度の運用上の課題（複数選択可） 
 

認定制度の運用上の課題

7

23

6

15

0

5

16

11

8

0

0 10 20 30 40

法定処理期間(30日)では必要な審査ができない

数値以外の定性的基準に基づく裁量的指導が、訴

訟等の法的対抗措置にどこまで耐えられるか不明

確である

景観形成の目標像が明確ではない場合には、裁

量的指導が困難

認定基準の記載だけでは裁量性のある指導に限

界がある。

建築確認で担保される建築物の高さや壁面の位

置等も含めた一体的な判断ができない

他制度（景観計画や屋外広告物規制など）との連

携に課題がある

担当職員だけでは認定の判断が困難

その他

特になし

無回答

（地区）

 


